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転換点に立つルール重工業

- ルール石炭株式会社の設立にかんするノー ト-

大 野 英 二

プ ロ ロ ー グ

ルール重工業は第 2次世界大戦後 の占領政策 による ｢コンツェルン解体｣

(Kon㌍rnen亡且echtung)を経たのち, 再び継起的生産工程における石炭と鉄鋼 と

の縦断的結合を主軸 とする貿本集中を展開しつつ, コンツェル ンへの ｢再結

合｣ (RtickverLlechturLg)を推進してきた1㌔ しかし, この ｢再結合｣がほぼ達成

された1960年代に, いわゆるエネルギー経済の構造転換- 石炭から石油--

を契機として.伝来の石炭 と鉄鋼との縦断的結erそのものの存立の経済的基経

が失なわれはじめ, ′t,--ル重工業はいま新たな転換点に立 った2)O 小論はそう

したルール重工業が当面する局面に対して照明を与えるために,ルール石炭株

式会社 RuhrkohleAG,Essen 〔以下 耳AG と略記する〕の設立の経過について

素括しようと試みるものであるO

｢ドイツ経済史上の最 も巨大かつ困難な企業集中のひとつが問題 となってい

るDルール鉱業の新秩序はなんら通常の企業合同ではなく,一切の従来の集中

運動を造かに超えたものを合意する事象である｣ と指摘されたごとく8), RAG

の設立は,ルール重工業の資本集中史上に新段階を画する事象であって,ルー

ル重工業地帯のみでなく,西 ドイツの産業構造の編成啓の現段階の特質のひと

1) 大野英二『ドイツ資本主義論』 (第 5茸｢占領政策と/レ-ル重工業の再揮過程｣),未来社1965
年,209-228ぺ-ジをさしあたって参照されたい0

2)佐 木々建 ｢丙ドイツ庚鉱業における独占体支配構造の再編成｣(上).『経常研究』第116･117
･118号,1972年,2191220ぺ-ジを参照せよ｡

3) HelnZP KFmper,NeuordnungdesRuhrbergbau-elneGemelnSChaftslelS亡ung.lnこ
GZuckaufNr18,4September1969.S 889.
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つを端的に表現する事象 とい ってよい｡

Ⅰルール石炭株式会社の設立

ルール石炭鉱業における トラス トというべき RAGの設立 に対 して直接の契

機 となったのは1966/67年 の恐慌のさなかで鳳 岳に達 した石炭危機である4㌔ 第

1表の示す ようなエネルギー経済の構造転換にもとづいて, 1957年 にはじまる

第 1蓑 西 ドイツにおける第 1次エネルギー消費の構成

*推算
7' ホ WzT75ChaftSWOCheNr12,1931971,S 19

ものと目されている石炭鉱業 の構造的危機6)が 循環的恐慌 と重 な り合 った点に,

その石炭危機の特徴的性格がある6)O

1950年代以降のルール地区の産業構造の変化を示す第 2表 によ り明らかなよ

4) KarlHeln2:Hawner,DerWeezurGesamlgesellschaftdesRuhrbergbal,lS,ln Gluckauf
Nr.24,21November196B,S 1123

51 Vgl耶 rtSChafESWOCheNr45.5ll1971.S 76
6) VglKarlBartel/UlrlChSclllllert,Ordnungs-und_AblaufspolltlkmderBRDlmZelChen
derSozlalenMarktwlrtSiChaEt.ln EntwICklungund B恥 丘hru7Zg derA)ZialenMarか=
wmSChaft,RedaktlOn UlrlChH E Wagner1970〔ungedrucktesManusknpt〕S 164=,
DerVolksELUZriNr40.3_10ー1969.S 58,佐 大々建 ｢西トイブにおける 『石炭危像J)の開
始とその契城｣『経済論叢』第102巻第6号,1968年.同｢酉トイツにおける『石炭危険』対策
の展開と破綻｣『経済論蕃JI第103巻第3号,1969年,同 ｢西トイツ『石J炎舟機』の諸契機｣ 『経
済研究』第107号,1970年｡
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第 2表 ルール地区*における産業構造の変化

･ ルール地区としては,ここでは,Sledlt,ngsverbandRl】hrkohlpnhezI,kの地域 (24郡)が対
象とされいるO

* * W LrtSChafiswocheNr45,5ll1971.S 78の統計表より杜 成 U

うに,オペル Adam OpelAG の進出によって 異例な成長 を とげた自動車製

作 とは対肱的な石炭鉱業 の劇的な縮小が土の石炭危機の深刻 さを端的にあらわ

してお り,景気後退の局面 においてルール地区の構造問題が前面 に押 し出され

てきたのである｡ この点について, ノル トライソ ･グェス トファーレン州経済

相 カスマン FritzKaL5mann は次のよ うに述べたO 】停滞部門 (石炭,鉄鍋,繊

維)は ノ/L/トライ-/ ･ウェス tlファー レンでは30% もo)割合を占めるのに. 逮

邦共和国平均では15%の割合を占めるにす ぎないO成長産業 (化学,電機)の割

合はノル ーライン ･ヴェス 177-レンでは150/Oであ り,連邦共和国では20%

となっている｣7)0

こうして, 1966/67年 の恐慌 のなかで構造問題が毒削ヒするにともない, 1967

年 はじめに,- ッシI Hoesch AG の取締役会長オ-ル WlllyOchelが, ド

7) DerVoZkSW W-iNr12,223196Eも,S 20
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イソの炭坑を国有化し,国有単一会社へ集中することによってはじめて,年間

石炭生産高を7,500万 トンへ削減しうるものと主張した8)｡公然と ｢損失の社会

化｣ (SoziallSlerungderVerluste)の構想が提示 され, 収益のあがらない炭坑を

国家の負坦で合理化しようとすることが意図されたのであ るが9),連邦経済相

シラー KarlSchlllerはこの構想を支持し,1967年11月はじ桝 こドイツ石炭鉱

業ならびに石炭鉱業地方の適応および健全化のための法律 Geset2'乙urAnpasI

sllngurldGesundun gdesdeutscheSteinkohlenbergbausundderdeutschen

Steinkohlenbergb8.ugebleteを連邦議会-上程して,翌1968年 5月15日にこれ

を施行させた｡

こうした連邦政府の石炭鉱業における ｢新秩序｣を招来しようとする政策路

線 と雁行して,ルール地区の石炭危機を解決するために,オ-′レ提案の他にも

さまざまな提案がなされたが,結局はライン製鋼案 Rlleinstahl･Plan が修正さ

れたうえで,1968年11月27日に RAG の設立にいたったのである｡

ライン製鋼案の骨子は以下の5点にあったO(1) ル-ル地区の鉱業会社はそ

の鉱業財産を鉱業会社によって新設される経営会社 (Betriebsgesellschaft)へ賃

貸する｡(2) 大発電所および住宅所有は特別の理由により所有者の鉱業会社の

手中に残る｡(3) 1972年までに年間約2,000万 トンの石炭生産高を閉山し,有

利なコス トで作業する残 りの竪坑設備をフルに操業するO(4) 中央からの投資

の計画化 生産物 ･販売および管理の個別経営の枠を超えた合理化O(5) 賃貸

契約の20年間の有効期間｡その後,所有権を残余財産帳簿価格で経営会社へ移

転する10㌔

ルール地区の鉱業資本家の過半は原則的にこの案を支持 し,経済相シラ-と

協議したが,この過程で若干の修正が加えられた｡(1) まず,鉱業会社は大発

電所および住宅所有を除 く鉱業財産をその負債 とともに全体会社 (Gesamtgese-

8) JorgHu鮎chmld,D由 PDluik(おsKal,uaZs,Kon3=enfraEu)71andWirtschaftsPolZtlkm
血 ~Buǹ滋srepLLbZlk,FrankfurtfLmM81】1,1971,S57

9) Ibz-a,S57
10) A H.Hawner,oi,C71.S_1113
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llschaft)へ譲渡することに変更されたO (2) その反対始イ｣として,鉱業会社は

資産と負債の差額だけの拠出債権 (Einl)rlllgungSforderung)をえる.この拠出債

権は60/.の利子付きで, 20年賦で償還される｡ その場合, 国家ならびに公共

団体は,全体会社-移行する長期信用および拠出旗棒を保証するoLかし,拠

出債権に対する賦払い償還率は保証されるが刺子は保証されない｡利子を除 く

拠出債権にもとづ く純償還部分は21億マルク,外部負債は12億マルクとなるの

で,保証の給餌は33億マルクであったO(3) 新会社の株式資本は3億マルクと

され,旧会社と呼ばれる鉱業会社は,拠出される物的資産に対して占める割合

に比例 して現金を払い込み,新全体会社に負債超過が生じる場合には,さらに

3倍マルクの資本増額を行なう義務を負う｡(4) その他に,旧会社は,流動性

の状態から必要な場合には,短期的に経営資金借用 としてさらに3億マルクを

用立てるO (5) 全体会社は, 試1年間 ｢無配当会社｣(Non-DIVldend･Gesellschaft)

として- ｢無利潤会社｣(Non･Pro丘t-Gesel15Chaft)ではない- 経営されねばな

らず,また,生産と販売 とを一致させるために過剰生産能力の急速な削城の任

務をもつ｡ほほ以上のような修正が加えられたが, ともあれ,このライン製鋼

案においても,競合エネルギーに刈する鉱業のエネルギー政策上の保証がす く

なくとも過渡期間は維持ないし強化されることが前提されていた11㌔

こうして, ライソ製鋼案が修正をされたのちに, いわゆる ｢ボン文書｣(da8

"Botl'1eIPapler")を基礎 として1968年 6月14日に連邦経済省および大蔵省, ノ

ル トライソ ･ヴェス トファーレソ州経済省および大蔵省,鉱業所有者,大銀行,

鉱業労働組合等の関係者間の一致が成立したO このボ ン会談において特に激 し

い争点となったのは第 1に共同決定の拡張の問題であったo鉱業 =エネルギー

産業労働組合 IGBE (IndllStriegewerkschaLtBergbauundEnergle)は石炭 =鉄鋼

業の法定共同決定を超える代表を全体会社において有することを要求し, この

点は炭鉱長 (Betrlel'sdlrektor)として実現された｡炭鉱長は労務担当重役 (Arb･

eltSdlrektor)の提案で任命されて,鉱業所長 (BerBWerksdlrektor)の下位に立ち,

ll) Ibld,Sl123f.
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炭鉱の人事問題や社会問題に対して権限を烏するのであるo

第 2の争点は発電所の処理にあったOはじめは,全発電所を全体会社-拠出

することが要請されたが,結局は旧会社に有利に,炭鉱経営と結合した発電所

のみ, 総計約900メガワットを全体会社-拠出することで一致が成立し, その

他の大発電所 と全体会社との間には石炭供給 と電力購入にかんする20年契約が

締結 された｡

第 3の争点たる坑夫住宅についても,はじめは現有全住宅を全体会社へ拠出

することが要請されたが,全体会社は無期限に住宅割当権を有し,今後 5年以

内に家賃値上げが行なわれないことが協定された｡

さいごに,全体適応計画の作成についても一致が成立し,閉山計画は1971年

7月30E:までに遂行され.合計して年間約2,000万 トンの採掘能力が削減され,

そのうち年間約 1,000万 トンの採掘能力は有利な コス トの炭坑へ移されること

になった12)O

以上のような内容の ｢ボン文書｣にもとづ く合意が生み出されたのち,1969

年 7月18Elには,連邦共和乳 ルール地区鉱業企業および RAGの間の基本契

約が締結された｡20の会社がこの基本契約に参加 し,他の4会社が特殊協定に

参加した.これらの24会社は47石炭鉱此 28コークス製造工場および6ブ1)ケ

ット工場を擁 し, 1968年に年間7,710万 トンの石炭,2,210万 トー/のコークスお

%を占めている｡

基本契約は,鉱業財産をRAGへ拠出する旧会社相互の関係,旧会社全体 と

TeAGならびに連邦共和国との関係を規制するものであり, 上記の修正された

ライン製鋼嚢がその土台となっている｡(1) 旧会社は,6億 マルクの株式資本

のRAG を設立し,鉱業財産をRAG-譲渡 し,株式を20年間売却 しないo(2)

その反対給付として,旧会社は譲渡された借方と貸方 との差額だけの拠出債権

なえるOルール鉱業の全企業が参与する場合には,この拠出債権縫額は約20億

12)Ibzd,Sl124f_
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マルクとなる｡(3) 旧会社は20年間利潤配当をうけることを断念 し,拠出債権

宅削こ応 じて4年以内にルール地方の経済構造の改善のために一定額を投下する

義務を負う.(4)鉱業財産 とみなされたのは石炭鉱LLJ, ブ リケット工場.炭坑

コ-クス製造工場およびその補助経営である.旧会社の発電所のうち,ただ鉱

業経営の自給に不Rl欠の炭坑発電所のみが RAG へ拠出され,その他の大発電

所は旧会社の手中に残るo Lかし,旧会社は RAG を石灰電力株式会社 Steln-

kohlen-ElektrizitatAG -決定的に参与させる｡(5) RAG は∧移行する鉱業経

営の全鉱員を引受ける義務を負 うが,他方,旧会社は RAG によって引受けら

れない鉱員の社会的資産高を擁護 しなければならない｡(6) 連邦およびノル ト

ライソ .ウェス トファーレン州は,利子を除 く拠出債権額 と, RAG の引受け

る長期外部負債額 とに対 し,総額33億マルクまで保証する｡(7) いわゆる遺贈

負担 (存続している石炭鉱業に対し.竪坑設備の以前に行なわれた休坑から生じる負担)

や延引負担 (石炭鉱業-石炭鉱業地域連邦委員によって決定された閉LLJが連邦または州

の要求によって引延ばされる場合に生じる,RAGの不可避的な財務上の不利)につい

ては, RAG は連邦によって補償 される.(8) 旧会社は RAG およびその鉱員

の利益を擁護し,RAG の発展を促進する義務を負 う13)0

1969年 8月15日までに,ルール地区のi968年の石炭生産高の約94% を占める

25の鉱業会社が RAG へ結集 し,1969年11月17Elに鉱員の,30日に鉱業財産の

旧会社からRAG への移行が行なわれ,1970年 1月 1日以降 RAG は企業活動

を開始 した14㌔

RAG 設立の意義について ｢フランクフルター ･アルゲマイネ ･ツァイ トゥ

ンク｣紙はいちはや く的確に捉えていた. ｢炭坑はルール石炭株式会社へ売却

されるとしても, しかし旧炭坑所有者がこの新 しい′レール石炭株式会社の株主

なのである｡ この取引の楽想は国家に促証 された購買価格の うちにあるoつま

13) GZuckaufNrlB,4September1968,S.888.
14) HelmutGrohlnann,VeranderungenderUntemehm ensstrukturlm delltSChenStelnko-

hlcnbergbaulndenJahrenYonl且50b'81969,1n GZuchaufNr.a,16Aprll1970,S388,
Hans-HelmutKuhnke,RuhrkohlelnderMarktwlrtSChaft.Ln,GZuckaufNr16,6Allg-
uSt1970,S799
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り. この国家保証は旧炭坑所有者に,その鉱山を高価に売却し,さらにその う

えに,国家が同様に保証人 とし登場する長期負債の大部分を処分する機会を与

えるのであるD こうして鉱業の危険負担はすべて納税者へ転嫁 され,しか もそ

れに, ドイツの石炭に有利な既存の補助金が加わる｡ このような巧みに案出さ

れた組み立てにもとづいて,鉱山を譲渡する企業は, ドイツの石炭の販売可能

性が今後 どのように発展するかを, 安心 して見守 っていることができる｣ と1㌔

私的所有の関係を維持 したまま,国家の援助 と負担で合理化された鉱業を招来

することが RAG の設立によって志向されたのであるD

IIルール石炭株式会社の所有関係

RAG の設立は, 上述 したように, ｢炭坑の国有化｣の構想が実現されるこ

とな く,従来の私的所有の関係を維持したまま,共同企業 (GemelnsChaftsunter-

nehmen)の設立によってルール石炭鉱業の所有 と経営を単一会封二へ集中したち

のにはかならないlS)｡

15) FranhfurLerAHgememeZewungvom 4_21969,S 14,JTl JTi-】FfRChmld.E)1' cEt,

S 57f

16) 西トイγの企業集中の動向を一瞥する場合L,第3表の示すように,1966/67年の景気後退以降,
なかんずく1969年以後,合併件数 〔ここで合併(Zusam m ensdLlusse)という場合,合同(Fusion),

第3表 西 ドイツにおける企業集中の動向

JahreSgWachte781971 払̀ .5おhverstandv enrateszurBeguLachtuTZg derGel

sam twZrtSChaftlu:hen E ntwu:kZung,DeutscherBl皿destag6 WahlperlOde Druck-
sacheVI/2847,S,125.
①大型合併の指標は,被合併企業の総資本2,500万マ/I,ク以上に求められているが.錠行の
場合には給資本15.000万ヤルタ以上,保険企業の場合には保=険料年収5,000万マルク以上に
求められているd①新規設立を含まない,また信用機関および保険企業を含まない｡⑧借用
機関および保険企業を含まない.(むTcxaco/DEA合併による1.3970MlllDM を含む.
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〔Ⅰ〕 ここでは RAGの所有関係に焦点を定めて, この新段階の内実にやや

たちいって考察を進めた く思 うOその場合の枢要点は,ルール重工業の発展の

主軸 となっていた, 石炭 と鉄鋼 とを縦断的に結合する混合企業の類型が17),

RAGの設立によって決定的な転回点を迎えていること, この点の実態を分析

することにある｡

もとより, RAGの所有関係において決定的な参 与の割合を示すのは鉄鍋 コ

ソツェルソであって,なかんず くルール鉄鋼業 とルール石炭鉱業 との結合が現

在 もなおさしあたっては規定的な意.義を維持 しているOこの点はRAGの販路

桂成によっても示 される. RAGの1969年の石炭売上高 7,900万 トンの うち,

2,100万 トンは鉄鋼業へ販売されてお り.1,800万 トンが公営発電所および炭坑

発電所-,700万 トソが家庭用燃料および零細消費へ,100万 トソがガス工場へ,

1,200万 トンがその他の国内需要者へ販売 され, 1,700万 トンが石炭 =錬鋼共同

体諸国-,300万 トンが第 3国へ輸出されているのである18)｡ こうして,RAG

に対 して最大の影響力を有するものは鉄鋼 コソツェル ソであって,第 4蓑の示

すように, フラ./スの鉄鋼 コ1/ツェル ソをも含めるならば,RAGの株式資本

の約64%は鉄鋼 コソツェル ソの所有のもとにある｡

ところで, 鉄鋼業の場合にも, 1966/67年の恐慌を契機 として資本集中の新

たな展開が認められる｡1967年はじめに西 ドイツの鉄鋼 コンツェルンは圧延鋼

材の販売を西部共販,東部共販,北部共販および南部共販の 4つの共販 グルー

プを形成 し, それぞれ鋼材共販事業所 (StahlkontoI)を設置 して事実上のyソジ

部分合同(TellfusIOn).共同企業設立などを含む〕が急速に増加しており,そのうち大型合併の
件数もまた蘭書な比重を占めている｡この大型合併のなかでも,合併する企業の総資本10億マル
ク以上の場合がEE例的な比重を占めるにいたっており,大型合併の展開が資本集中の主軸をなし
ていることが明らかである｡しかも.こうした大型合併において水平的集中が最も重要な役割を
担っていることは注目されてよい｡RAGの設立も,水平的集中のひとつの事例であり,共同企
業の設立が1産業部門において独占会社として支配するトラスTlを生み出した極限事態の事例で
ある｡

17) さしあたって.大野英二 『ドイツ資本主義論』118-228ベーンを参照されたい｡

18) GZu･ckaujNL26.25Dezember1969.S 1376.
19)IIiu庁schmld,oPc書t,S78.
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第 4表 ルール石炭株式会社に

(a) 基本契約への参加 (1969 7 18現在,[ 〕内はこの時点で未参加の
企業)

FrledrlChThyssenBergbauAG

ElnSCheT-LlpPeBergbauAG

HtlttcnwerkOberhausenAG

HambornerBergbauAG

BergwerksgesellschaftWa18um AG

Manne8marLnAG (EBSenerStelllkohlellbergwerkAG)

〔Frled KruppHutten~町erkeAG (Frュed KruppBergwerkeAG)〕

HoeschAG

〔RhelnSlahlziergballAG〕

Kl亡〉Ckner･BergballAG

Ewald･KohleAG

MarklSCheStelnkohlellgeWerkschaEl

IIsederHutte(FrledrlChderGro8e)

Stllmm AG (ZeclleMlnlSterAchenbach)

HarpenerBergbauAG

GeLsenbergAG

HansaBergballAG

Carollnengluck･GrafMoltkeBergbauAG

HlbernlaAG

SteinkohlenbergwerkeMathiasS亡innesAG

MonopoII3ergwerks-Ge8ellscl18ftlllLJH

GewerkschcftAlte･Haase

〔GewerkschaftAugustVICtOr】a〕

(ConcordlaBergbauAG)

lStelnkohlenbergwerkWestfalenAGj

〔EschwellerBergwerks-Vereln,BergwaubetrlebBocht]m〕

0)) 特殊協定による参加

Rhe⊥npre118enAG (RAGによる鉱業財産の取得)

NlederrhelnlSCheBergwerkAG (RAG による株式の取得)

StelnkohlenbergweTkFriedrlChHelnrlChAG ( 〝 )

SteLnkohlenbergwerkHelnrichRobertAG ( /y )

ホ (1】GluckaufNr18.4September1969.S BBg,(a)I)erVoZk3WlrtNr45.8ll196S,
ならないbNlederbelgはRAGの株主となるが,この時点でその参与の%は未確定,(4)Glue-
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参与する旧会社の構成

諾 善 (? 儀 # l撃謂 酢 対 l竿警 琵 詣 誓言亮グ小 プの略称

Thyssen(50%)Hambom (50%)

Thyssen(51%)Hlbernia(49%)

TllySRPrl

Thyssen-Ert■en(50%以上)

Thyssen･Bornem lS2a

MannesmLlnn

Xrupp(100%)

Hoesch

RhelnStahl

Kl〔)ckner

Pelne-Salzgl【ter(100%)

Pelne-Salzgltter(55%)

Pelne･Salzgltter

Stumm

Sid6char(75%)

GBAG (100%)

GBAG (50%)Hoesch(50%)

GBAG (50%)Krupp(50%)

Vet)a(100%)

Veba(38%)

FranklSCheEnergleGes(100%)

YEW

BASE(100%)

Scherlng(100%)

EBV 〔ARBED〕

EBV 〔ARBED〕

S62,(a)GluckaufNr26,25De2cmber1969,S 1376RhelnpreuBenAGは RAGの株主と
kaufNr26.25Dezeml)er1969.S-1376
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したO (1) Thyssen,Rrupp,Wuppermann,Ibach,Laucherthalcr)西部 グル

ープ し1971年6月30日付協定), (2) Hoescll,Rhein8亡ahl,Witten,SAG のグェ

ス トフ ァー レン ･グル ー プ (1971年1月25Elイ｣協定), (3) Klockner,Pelne-

Salzgitter,Maコ血titte の北部 グループ (1971年 6月28El付協定), (4) Dllllngen,

Stlngbert,ARBED･F良G,EBV,Neunkirchen,SHW,R8chllng/Burbach,

OW の南部グループ (1971年6月28日付協定), 以上の 4グループは原料購入の

協力,設備投資の調整,生産の専門化,共同販売 と注文配分などの広範 な領域

にわたって合理化 ･専門化を志向す る協定を締結 したのである20)D こうして,

西 ドイツの鉄鋼業 は 4グループへ集中してお り,今後 も鉄鋼 コンツェルンの共

同行動 (KooperatlOn)が進展 し, 合同の一層 の展開のみでな く, 鉄鋼業 におけ

る単一会社の形成すらも予測 されているが21), ここでは RAG に対する参与 と

の関連で,4グループの主要鉄鋼 コンツェル ンについて触れておこう｡

(1) 西部 グループの主軸 をなす西 ドイツ最大の鉄鋼 コンツェルン ･テ ィツ也

ン Thyssen の中核会社は AugustThyssen･HtLtteAG (ATH)1n DulSburg-

Hamborn である｡ その株式資本10億マル クの うち約33%が テ ィツセソ家 お

よび71)ッツ .テ ィツセソ FritzThyssen財 団 に属 し, 1969年 に ATH が

H別tenwerkOberhausan AG(HOAG)-の株式資本26億マル クのうち982%に

参与 して HOAG を合併 したことに もとづいて,約 7%が-ニ-ル Hanlelグ

ループに属す ることになった｡残余の約60%は10万以上の小株主の所有 にあ っ

クを示 し22),安 4表 の示す ように,RAG -参与す る炭鉱会社の うち,HOAG-

20)鋼材倶楽部･日本鉄鋼輸出組合 ｢発足した西独鉄鋼業の新合理化徽構- EC委員会の鯵足認
可決定 (全訳)- ｣1971年,1-67ページ,El本鉄鍋連盟･鉄鍋海外調査委員全 市場第-委員
会 ｢西独鉄鋼業の新合】塾化専門化1賢帝｣1872年,Aの1-8ページ,Bの1-42ベーンを参腺せよo
なお,これらの資料については新日本製鉄株式会社勤務の大江暢博氏に便宜を計っていただい
た｡言己して謝意を表したい｡

21)Vgl.J.IlufEschmld,op c比,S.80
22) Der Volksw之rENr17.244.1970,S.120 なお1973年2月2O日のRhelnStahlの発表に

よれば,ATHが RhelnStahlの株式資本4億7000万マルクの500/.以上を買収することについて
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Bergba11の100%,FrledrlCh Thyssen Bergbau AG の50% お よび EIIISCher･

Li ppeBergh au AG の510/.の参与 に よって,年 間約720万 Tソの石炭 生産 を支

酉己している33).

ところで, 1972年 12月18日付 の テ ィツ七 ン社長 ゾール Hans･GuntherSohl

の蔵相 シ ュ ミッ ト HelmutSchmldt お よ び 経 済 相 フ リーチ リッヒス Hans

FrlderlChs宛 の書簡 で,廉価 な輸 入 コー クス庚 の自由な受 け入れが醜 く要請 さ

れ たU つ ま り,世界市場 水準 に対応 しないルールの石炭生産 費が西 ドイ ツの鉄

鋼業 へ転嫁 され,鉄鋼生 産者 が RAG か ら現在 トン当 り10マル ク高い価格 で石

炭 を購 入せ ざるをえ な くされ てい る状 況 に対 し異議 が唱 え られたのである｡ こ

うした国内炭保護 のため に実施 されてい る輸入遮断政策 の廃 棄 を主張 す る こと

に よって, かつ ての RAG の最 も熟 むな擁 護者 のひ と りは, い ま,苦境 に立つ

RAG に対 し死刑 の判決 を宣 告 したの であ る24)｡ 鉄 鋼 コソツ ヱル ./はみず か ら

が炭坑所有者 で あ った限 りでは熱烈 な石炭保護主義者 であ ったが, RAG の設

立 以来, そ うした事情 は変化 してお り, ｢損失 の社会 化｣ として の RAG の性

格 が前面 に押 し出 され て きてい る点 に止 日すべ きであ る25)O

合意が成立したO こうして.近くATH と革helnStahlの合同が実現することになった那,
ATH-RhelnStahlグル-プの粗鋼年産は2,100万 トン以上,年間売上高は161億マルク以上とな
る (Du･ZeltNf9.23_Februar1973,S 37,日本経済新聞,1973年2月21日,参照)∩

23) BerndHuffschmid,Wem GehoftderRuhrbergbau71n DerVolkm,irtNr45,8ll.
1968,S 60

24) Han島OttoEglau,At)schledmltTheaterdonner,ln DieZeEtNr3.12 Jaunar1973,
$ 17.

25) Hamtx)rnerBergballAGの株式資本6,900万マルクの50%以上はE rbengemeinschaft(相続
共同)Jlユ11uSundHaFISThysRen(Thyssen-Erbem)の手中にあ り,Bergwerksgesellsch-
aftWalsum AG もスイス在住の男爵HelnrlChYonThyBSen-BorTlemlSZaの所有に属するが,
いずれもATH の Thyssenグループとは別個の系統であって,生直上の連関はないO
年間石炭生産高約500万 ト-/の EssenerStelnknhlenbergwerkeAG を傘下に もっていた

MannesmanrlAG は ATH と1969年はじめに重要な協同行動を決定した｡両コノツェ/L/./の
間の分業体制が協哀Eされた03である｡ Mannesmannの全月≡延部門は ATH -移
に,両コソyェルソの鋼管部門は新設の共同企業 Mannesmannrohren-WerkeAG -統合さ
れ, この会封二に対しManneEBmannはPiの参与,ATH は拓の参与を有することになった｡こ
の協同行動は世界市場における競争.なかんずく日本の競争に対して細管経営を競争能力あるも
のとすることを意国していた(Per VolkswwIENr.45.7 ll1969,S 68)dところで,西部合
理化 専門化グループの協定対象p｡pElたるEE延鍋材は半成晶,H形鋼,鋼矢板,ユニ--サ/L/鍋
板,電気鋼板および電気鋼コイル.蒋鋼および特殊形鋼.熱延広幅帯鋼,帯鋼,軌条.形鋼,厚
板,中板等であって,鋼管は協定対象品目に含まれていない｡したがって, MarLneSmannAG
ほ四部グループに参加していない｡

れるととも
ユへ統合さ
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西部クループo)いまひとつの主軸はクル Iyプ Kruppである｡FrledKrupp

HilttenwerkeAG,Bochum の株式資本 5億7,300万 マル クの うち 4億3,000カ

マル クはアルフリー 1.･クル ップ AlfriedI(ruppYonBohlen llnd Halbach

の所有であったが,1967年 のかれの死後にその全財産 を相続 したクル ップ財団

が100%参与す る Fried.KruppGml⊃H の所有-移 っている｡ 残余の1億4,300

万マル クは10%の配当保証付優先株 であ り, この うち 1億800万マルクは, ク

ル yプ家の銀行 と目される DresdnerBankが主導す る銀行 コンソルテ ィウム

の保管下 にあるが, この内容は不詳であ り, 約 3,500万マル クの優先株は 2-

3,000の自由株主の手中にあるものと推定 されている｡

Frled,KruppHiittenwerkeAG は Frled.KruppBergwerkeAG の株式

資本310万マル クに100%参与 しているoKrllppの炭鉱合理化は広範に達成 さ

れてお り,年間石炭生産高は1965年 の約550万 トソか ら1969年 の約360万 トンへ

約40%削減されたのであって, その結果, Kruppの石炭生産 の約90%はコソ

ツェル ン内部で消費 されている26)｡

(2) グェス トフ ァーレン ･グループの主軸をなす- .yシ ュ Hoeschは,創立

100周年を迎えた1971年 に㌘), 国立オランダ製鉄会社 KoninkllJkeNederland･

scheHoogovensenStaalfabrlekenN.､Ⅴ.(Hoogovens)と合同 した｡ このホ-

ホオ- 7ェ/ス Hoogovensが43%参与 していた DortmundHoerder上iutten-

unlOn(DHHU)と HoeschAG とが 1966年 に合同して以来, 5カ年間にわた

る協議の結果, Hoogく'YenSと fIoe5Ch との合同が決定したのであ り,年間粗

鋼生産賠カ1,100万 トンを擁する ヨー.=ッ-<第 3位の-- BritishSteelCorpo-

ratlOn,ATH に次 ぐ- 新 たな ヨーロy,く･鉄鋼 コンツェルンが生誕 した2B)｡

26) I)er Volk∫T4'W7lNr35,191967,S1908uNr2B,ll71969,S58f
27) Stahlm dE打eTZNr18.2Septemt光r1971,S1072
2只) nleZelJNr6,llFebruar1972,S37,SiahZu7uiE打enNr3,31Februar1972,S1129一

新コソツェルソの構成は以下のようになる｡HoeschとHoDgOVenSとは,それぞれの資産を2
つの新設の年産会計へ拠出し, この生匿会社の株式が新設の中核会社たるEstelNVHoeBCll-
Hoogovens,Amhem(株式資本10億オラソダ･ギノレダー)-拠出されることに対して.Hoesch
とHoogovensとはそれぞれ Estelの株式の50%を取得して.持株会社として機能することに
なる(JYahZundELSelLNr3,3Februar1972,S129,WmschaftswocheNr19,125-
1972,S88)0
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Hoogovensの DHHU に対する430/.の参与は, HoeschAG の株式資本 5

億6,900万マルクの14.5% の参与に転化され,したがってlloogovensはHoesch

の最大の株主となった.Hoesch の株式資本の残余の約850/nに対しては約10万

の中小株主が参与している29㌔

ところで,合同によって,一方 Hoogovensは西 ドイツの国内市場,なかん

ず くルールの工業密集地帯-の進出を強化し,他方 Hoeschは日本の最 も有利

な生産立地 とも比肩しうるようなオランクの臨海立地たるエイマイデの輸出力

を拡張しうる30). さらに,合同以前からの両コンツェル ンの協同行動によって,

1970年代後半に年間粗鋼生産高800万 トンの規模の一大製鉄所が ロッテルタム

に建設されている31)｡ このような, 国際的には特に 日本,EC内部では特に

Thyssenの競争に対応した姿勢は,鉄鉱石や石炭の供給に有利な臨海立地と

ルール地区の消費者に近接した立地との結合という立地要因の選択からさらに

すすんで,長期的には広範な専門化の推進,なかんずく,オランダでは鉄鍋基

本原料の生産,西 ドイツではそ0)加工 といった分業体制U)構築 を予iRIJせ しめ

る3'-)a

をなす ものといってよい.Hoeschの炭鉱の石炭生産高の約60% はコ-/ツェル

ソ内部の消費にあてられていたが33), Hoesch は Hoogovensと合同して,臨

海立地を確保して,丙 ドイソのコークス炭から広範に離脱L,オラソダがアメ

リカ合衆国において所有する炭鉱から石炭を輸入する道を拓いたのである34)a

ヴェス ト771-レン ･グループのいまひとつの主軸たるライン製鋼 Rhelni-

scheStahlwerke,Essen(RhelnStahl)の株式資本 4億7,000万マルクは約12万の

小株主の所有にあり,こうした株式の銀行への広範な寄託によって,DelltSChe

29) StahZundELSenNr_3,3Februar1972,S 129,Der VotkswLrtNr20,175,1968.
S 61u Nr13,26,31970,S 57

30) StahlundELSenNr3.3Febrtユar1972,S.1 29
31) Der Volk∫mWiNr13,26_31970,S_57
32) Lbzd,S 87f_
33) GZuckaufNr8,17.April1969.S 387f,
34) H 0 Eglau,opclt,in.DzeZedNr3,12.Januar1973,S 17.
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Bank,DresdnerBankおよび Commerzbankの3大銀行が寄託投票権 (Dep〕t-

stlmmreCht)35)にもとづいて株主総会を支配することができた36)｡

Rheinsbhlの石炭部門 RheinstahlBergbauAG,Essenは堅坑設備に巨額

の投資をしていて,石炭補助金なしでも黒字となるほどの収益をあげていたの

で,RAGの基本契約にはさしあたっては参加しなかった3')0

しかし,Rheinstahlも結局その石炭部門を RAG の傘下へ拠出し,1970年

以降,石炭 =鉄鋼コンツェル ンとしての性格を転換し,基本原料部門から鉄道

貨車および客車,機関車,建設機械などの加工部門へ重点を移すべくコンツェ

ル ンの再編成をおしすすめている38)0

(3) 北部グループの主軸をなす クレックナ- K18Ckn er-WerkeAG,Duis-

burgの株式資本 3億3,900万マルクの過半はコンツェルンの創始者ベーター .

クレックナー PeterKlacknerの相続人たる KlOcknerおよび Henleの同族

所有にあり,残余は約 1万の小株主に属した滑〕｡

Klbckner･BergbauAG,Castrop-Rauxelの石炭生産高の約70%はコ-/ツェ

/L,ン傘下の製鉄所や発電所によって消費されていたが40), そのRAG-の参加

を契機 としてコソツェル-/の再編成が推進され,1971年 3月 1日付で,鉄鉱生

産部門と加工音肝弓とは組織的に明確に分離 された41)Q こうした ｢新秩序｣は鉄

鋼生産 と並んで特に加工を強化しようとする志向をあらわすものであ1た42)｡

北部グル-プのし､まひとつの主軸は′1イネ=ザルツギ ヅクー Pelne･Salzgit-

terである｡連邦所有の Vereinigtelndustfie-UntemehmungenAG,Beflln/

Bonn(VIAG)が株式資本の251%に参与し,約12,000の小株主が残余の749

35)VglJHuEESChmLd,op.C好,SS7ff
36) DerVolksMTプNL33,16.81968.S_37
37)DerVoZksww7LN,33,1581969,S47
38) 1批 5Chaf tswocheNr_32,ll81972,S65 なお,ATH と Rbe】nstahlとの合同が合

39) 1抗rtschaftswocheNr18.551972,S82,VglKurtPrltZkolelt.DwnezEe7LHer-re7L,
Wlen-MllnChen BaSCl1955,S134

40) GluckaufNr8,17.April1969,S386
41) StahZ u7～d EtsenNr.6.1gMarl1971,S349
42) WZrzschdtswocheNr.18.55.1972,S.82
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% に参与 してい た ⅠIsederHutte,Peineと, 連 邦 所有 の SalzgitterAG,

Salzgltter-Lebenstedtとが. 1970年 に合同 して StahlwerkePeine-Salzgltter

AG が成立 した43㌔.

IIsederHtltteも,SalzgltlerAG も, その発展が1930年代のザル ツギ ック

ーにおける鉄鉱石開発 と結びついていて41), そ うした独 自な立地が戦後の2つ

の ドイツの分裂 によって脚光を浴びたこととあいまって,鉄鉱石需要の半ば近

くを日給する西 ドイツでは例外的な大鉄鋼生産者である45), こうした両 コソツ

ニルソに所属していた炭鉱 EwaldKohleAG,MarkLSCheSteinkohlengewerk-

shaftおよび FrledrlChderGroBeが RAG へ譲渡 され た の ちに, Peine-

SalZgitterの合同が実現したのである46)O

(4) 南部グループの主軸はザール地方の 4製鉄所であ り,デ ィリン ゲ ソAG

derDllllngerHiittenwerke,Dll】lngen･Saar(D⊥11mgen), サ ンクト イ ソグベ

ル ト Ac16riesReunユeSdeBurbach･Eich-DudelangeSoci6t占Anonyme(AR･

BED)St_Ingbert事業所 (stlngbert), ノインキル-ソNeunklrChenerEisen-

werkAG vorm GebruderStumm,Ne11nkirchen･Saar(NeunkLrChen), およ

びt/とリング/プルバッ- StahlwerkeRochling･BllrbachGmbH,V61kllngen･

Saar(Rochlmg/Burbach)がそれであるoI)illlngen には NeunklrChenが25%,

さらに同じシュトゥ-ム Stlユmm コソツェルン傘下のSaar]andischelndustrie-

gesellschaftmbH,Brebach･Saarが約15%参与 してお り47), St.Ingbertはル

クセンブル クの粗鋼生産の約90%を独占する7ルベッ ドARBED の 1分肢で

43)DerVolkswLrLNr24.12_61970.S_43.W zrtschaft∫抄OCheNr_22,26_1972,S90.
この合同は.IlsederHutteがその株式瞥未1億4,040万マルクを3億1.200万マルクへ引上げて
名称を StahlwerkePelne-Salr,gltterAGへ変更し,ここへSalz色ltterHuttenwerkeAG が

持ち込まれる形で莫現した｡連邦所有の3億マルクの 株式管太の SalzgltterHuttenwerkAG
が StalllwerkePeine-Sal之gltterAGの株式資本 3億1,200万マルクの94%に参与 してい る
(l机71ESChaftswocheNr26.3061972,S91)<

44)VglMatthlaSRtedel.DLeEntstehlJngderSalzgltter-Hut亡e.ln,TradltWn,15Jahrgang

諸EEl実漏 『トイy撃本主義の史的構造』有斐閣1972年,3931394--ジ｡
45) DerVolks札′ZrENr35.30.8196B,S48
46) DerVolkSWZrtNr24.12.61970.S43
47)汰 PrltZkolelt,WemgeharEDeutschlandlWlen･MllnChen.Basel1957,S330
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あ り48),NeunklrChenはシュトゥーム家50%, グォルフ OttoW olffの EISen-

undHiittenwerkeAG,K81n50′% の参与のもとに あ り49), また Rochllng/

Bllrbach は1000/.i,とリング家の所有に属するSq'O

南部 グループに参加 した他o)会社のうち,アルベ ッド･7ェルチン&ギヨー

ム ARBED Felten良 GullleaumeDrahtwerke,K61n-Mulhe1- (ARBED･

F&G)はケルンk立地 し,ARBED が株式資本12,600万の約960/Oを支配してい

る EschweilerBergwerk8-Vereln,Kohlscheid(EBV)は7--ソ地区に51),

ScllWablSCheHもttenwerkeGmbH,W aSSeral丘ngen(SHW)はバ-デソ ･グ

iルテンベルク州にあ り,また OttoWolffAG(OW)傘下の RasselstelnAG,

NelユWied と StahlwerkeBoclllユm AG,Bochllm は中部ラインとルール地区

にある｡

こうして,南部グループは多様な立地をもつ会社間の協定であ り,その主軸

がザール地方にあることによって, RAG -参与 したのはシュトゥ-ム ･コソ

ツェルソ傘下のルール地区の炭坑 MlnlSterAchenbach のみであるo

以上,西 ドイツ鉄鋼業の4つの合理化 ･専門化グループの構成 とRAG に対

する関係について素描した｡そこでオラソダの Hoogovensやル クセソブルク

の ARBED のルール地区-の進出にーっいて触れたが, こうした外国の鉄鋼 コ

ンツェルンの役割を捉えるためには,なおフランスの鉄鋼 コンツェル ンについ

て考察しなければならない｡

〔II〕 (1) フランスO-)鉄鋼 コ-/ツェル./ ･シデシ p-/I,Suc16teSld占rurgi-

quedeParticIPationseLd'ApprovisionnementsenCharbon(sld占cbar)は--

ルぺ./ HarpenerBergball-AG,Dortmundを支配 していたDSid占charは1954

鳩) 島田悦子 『欧州鉄鋼業の集中と独占』新評論1970年,155-156ページ.

49)K PrltZkolelt.Wem gehorfDeutschland,S330
50)MichaelJungblut,DieReZChenlJnddie,Shzw,rez'･henm Deutschla7Ld.Hamburg1971.

S130
51) このEBVの傘下に′L,-ル地区の2つの炭坑が所属した｡ARBEDが1967年GelsenklrChener

Bergwerks･AG Essenから構入した炭坑Erlnと,1969年にDeutscheContlnental-GasI
Gesellschaftが蹄入Lた炭坑WeBtfz11pnとがそれである.ルクセンフルクには石炭が産出され
ないためARBEDはル-ル地区への進出を試みたのである(DerVoZkSW ヱrtNr29,197
1968,S72undNr40.3101969,S67)リ
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年 にフ1)ック FrledrlChFlickから HarPenの株式資本 1億2,760万マル クの

約750/.を購入してお り,残余は ドイツの小株主の手中にあったO 前記の EBV

の場合には全 コークス生産高が ARBED -供給されていたが, この Harpen

の場合にはコークス生産高の約50U/.が Sid占char-供給 されたにすぎなか った｡

1950年代半ばまではコークス不足であったため,Sldecharは Harpen と長期

購入契約を締結 したが,1957年以後のエネルギー経済の構造転換により,1966

年 にはこめ契約を延艮しようとはしなかった｡ しかし.西 トイツ政府があたか

もコークス ･トソ当 り約 9マルクの｢-クス炭補助金を承認 したので,1967年

に長期購入契約が延長され, HarpeTlはさしあたって年間90万 トソのコークス

を Sldecharへ供給することとなった52)O

この Harpenの鉱業財産はその後 RAG-譲渡され,旧 Harpenには2,718

-クタールに及ぶ土地所有,320メガワットの発電所, 船相業, 商事会社およ

び鉱業以外の参与などが残 り, こうした残余財産の帳縛価格は巨額の含み資産

を有することは明白であ り,Harpenの株主にとって RAG-の参加は有利な

取引であった53㌔ こうして, Sld占charはコークス不足の時代に Harpenを支

配 して, その供給を確保 し, エネルギー経済の構造転換の時代には, Harpen

に対する関係を組み替えて対応しえたのセあるO

(2) フランスのロレーヌ地方に蜂鋸してきた鉄鋼 コンツェルン ･ド･ヴァソ

デル deWendelは, 数十年来, ルール地区において Steinko111enbergwerk

FI'ledrlChHelnrlChAG および SteinkohlenbergwerkHeinrichRobertAG

を交配してお り5J'. これ らは RAG へ特殊協定によって参加 した.

上述の ドイツおよび外国の鉄鋼 コンツェル ンがルール地区において支配する

石炭生産高は1967年に約4,600万 トンであり, ルー)L地区の線生産高約 9,000万

トンの約51%に及んでいた｡残余の約49%において最 も重要な地位を占めてい

たのは 2大綜合エネルギー=化学 コソツrルソであったO

52) DerVolkswulNr30,2671968,S50f
53) DerVolkSWITINr40,3101969,S.64
54)K PrltZkolelt.DieneuenHerγen.S139_



20 (290〕 第111巻 第4号

〔IB〕 (1) ゲル ゼ ソキル - ン Gelsenkirchener Bergwerks-AG,Essen

(GBAG)は,RhelnelbeBergbauAG,Gelsenkirchen の1000/.参与をはじめ,

HansaBergbalユAG,Dortmund の50% 参 与 お よび Carollnengluck･Graf

MoltkeBergbauAG,Boclmm の50%参与を有して, 西 ドイツ最大の炭鉱会

社であったo)みでなく, リビアに石油利権を獲得 して,西 ドイツ最大の石油会

社-のしあが り, さらに動力や化学の領域- も進 出していた5㌔ 1969年に西 ド

イツ最大の配電会社 ･ライソ ･ヴェス トフr ｣/ソ電 力 RheinlSCh-Wcstf邑li-

schcsElektr12LLtatBWerkAG (RWE)がGBAGの株式資本 4倍8,500万マル ク

の43%を DresdnerB且nkおよび Deutsclle73ankの所有から240%のノ相場 で

買受けいわゆるェ ッセソの ｢ゼブラ｣(Zebra〕56)の株主給金 における多数派を占

め,残余は約10万の小株主の手中にあっだ7)｡

ところで,GBAG はその石炭部門を RAG -譲渡することによって新局面

へ入 ったo GBAG は,(カ 全炭坑およびコークス製造工場,(参 炭坑発電所,

④ GBAG の炭坑管理が総括 されて いた Rhelnell)eBergballAG の主要管

理部門,④ 鉱山のための一切の社会施設,以上を RAGへ拠出したo Lたが

って, 旧会社には 3つの大発電所, 化学工場,RuhrgasAG に対する25% の

参与や西 ドイツ最大のガソリン ･スタノ ド網をもつ AralAG に対する28% の

参与などの巨額の参与が残 ったO

こうした石炭部門の分離 を予定して GBAG は組織上の再編成を推進すべ く,

1969年に GelsenbeI･gMlnera161GmbH と GelsenbergChemleGmbH との

2つの子会社を設立し,石油と化学 とを双軸 となし,同時に社名をゲルゼソベ

ルク GelsenbeI･gAG と改めた5B'O こO-)Gelsenbergの活動は現在,石油/也

55) DerVoZksw書rtNr35,191967,S 1906
56) 縞馬の黒白の柄のうち,黒は石炭,白は石油をあらわし,石炭と石油の混合企業を意味してい

る｡

57) DerVoZkswwINr30,2571969,S 56 こうしたTeWp-とGBAGFの間の協力関係
は,歴史的にすでに1927年にRWEとGBAGを傘下に有していた合同製鋼 VerelnLgteSta-
hlwerkeとの間に締結された電力供給契約に由来している (GZiZckad Nr_8.17Aprll1969.
S 383).

58) DerVoZhswZrENr30,2571969.S 56f
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一下ガス,化学,核エネルギー/電力.および商事の4部門にわたっている59'｡

(2) 合同電力=鉱業 VerelnigteElektrizltatS-undBergwerks-AG,Bonn/

BerliTl(Veba)の株式資本8億2,500万マルクの36%はA株式で連邦の所有にあ

り,残余の64%は議決権が 1万分の1に制限されたB株式で120万ないし140万

の小株主に分散している60)｡ ところで. この Vebaはヒベルニア Hlbel･nla

AG,Herneの株式資本 4億1,000万 マルクに1000/.参与し, またシュテ ィンネ

ス Stelnkohlenbergwerke MathiasStlnneSAG,Essenの株式資本3,830万

マルクに約38%参与していた61)0

Hll)ernlaは, すでに1920年代に石炭, 電力および化学の結合を志向し,そ

うした混合企業を形成した最初の大炭鉱会社であったが,戦後 も石炭 =電力=

石油および化学を結合する綜合エネルギー=化学 コンツェル ンとしての性格を

前面に押し出してきている｡1958年から1967年までの10年間の Hlbernlaの投

資総額19億4,800万のうち, 35%は化学と石油加工へ 330/.はエネルギー経済

-,24%はコークス製造工場を含む炭鉱へ,残余の8%は商事 と交通へ投下さ

れており62㌔ こうした点からもHiberniaが GBAGやザールベルク Saal･1⊃erg-

werkeAG(saarberg)と比肩する ｢ゼブラ｣ と目されていた所以が明らかであ

ろう6ヨ)｡
ところで, Vebaはこうした Hlberniaや Stinnesの石炭部門を RAG -

譲渡 したのちに以下の4大部門から構成 されているo(∋ 西 ドイツの発電の約

11%を占め,RWE に次 ぐ大配電会社たる PreussenelektraAG と, 以前の

Hlbern1aの発電所を承継した Veba-KraftwerkeRuhrGmbH とからなるエ

ネルギー供給部門, ④ イー ･ゲ一 .ファルベン IG-Farbenの3大東継会社

に次 ぐ西 ドイツ第 4位の大化学 コンツェル ンとなった Veba･ChemieAG と,

ヒルス ChemlSCheWerkeHulsAG に対する25%の参与 とからなる石油/化

WirtSChaftswoche
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DerVolkjL7mrtNr
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学部門,@ 西 ドイツ最大の室内ガラス生産者たるVeba-GlasAG とWISthofE

とからなるガラス部門,④ 西 ドイツ最大のライン河船舶業たるシュティンネ

ス HugoStlnneSAG の他に Stromeyer,Fendelおよび Poseidonからなる

商業/交通部門,以上がそれである64)O

上述の GBAG と Vebaとは合計して1967年に年間約2,300万, つまりルー

ル地区の石炭生産高の約26%を支配していた｡したがって.鉄鋼 コンツェルン

の支配していた約51%とこの約26%とを控除すれば,残余は約23%であるが,

その主要な部分は電力,石油および化学の企業の支配下にあった｡

〔Ⅳ〕 (1) 西 ドイツ第 2の大配電会社 ･ヴェス トファーレン合同電力Verel-

nigteElektrlZltatSWerkeWestfalenAG,Dortmund(YEW)は,ガス供給の

分野でも西 ドイツ最大の会社であり, 暖房蒸気供給や給水 も行なっており66),

その株式資本 4億8,000万 マルクのうち約 53%は ドル トムソト市やポフム市な

どの自治体の所有に属 し,残余の約47%の無記名株式のうち約25%はEnergle-

Verwaltungs-GmbH,約220/.は約3万の私的小株主の手中にある粥)OこのVEW

は伝統的に炭鉱との密接な結合を有 していて,RAG-参加したGewerkschaft

AlteHaaSeもその支配下にあった｡VEW の発電は現在 も70%はルール地区

の石炭に依存しているが,1976年までに発電の65%を地下ガスによるものへ転

換させる計画が大規模に推進されている｡この転換 も,しかし,核エネルギー

による発電-向う長期計画の実現の過程における中間段階を意味するにすぎな

いものと日されている67)a

(2) 都市自治体の配電会社 ･フラソケン ･エネルギー FrankischeEnergie-

GmbH,Nurnbergもルール地区の炭鉱 MonopoIBergwerks-GmbH の資本金

4,000万マルクに100%参与していたGB)0

(3) ドイツ石油 DelltSCheErd 61-AG,Hamburg(DEA)は RAG へ参加し

DerVoZkswITILNr.12,2031970.S_74,1机r:L∫chaftSでWCheNr.32,ll81972,S64
DerVoLkSWWtNr.23,761968,S50.
DerVoEksw子TINr_27,471969,S63f
Ⅵ′かTSChaf tJWUGfLeNL26,30-6-1972,S94
BHufFschmld,op cat,561.
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たライソプロイセンRhelnpre-uJ3enAGLiirBergbauundChemle,Homberg

の株式資本 1億-ルクの約97%に参与していた. ところで.このDEA の株式

資本3億5,700万マルクの約97%は アメリカ合衆国第3位の石油会社 テキサコ

Texacolnc.,New Yorkの手中へ移 り,残余は約 1万5,000の小株主の所有に

ある69)｡ こうして,外国資本のルール地区における石炭生産の支配は1967年に

1,100万 トソから1,500万 トソ-高まり.約16%の割合を占めていた｡

(4) IG･Farbenの最大 の承継会社バス7 BadischeAnilin-皮 Soda-Fabrlk

AG,LlldwlgShafen(BASF)の GewerkschaftAuglユSteVICloriaの鉱山株の

100%を支配,(5) 西 ドイツ第 6位の大化学 コンツェルン ･シェーリングSclle･

rlngAG,Berlln/Bergkamenの ConcofdlaBergt'auAG の株式資本2,100万

マルクの約67%への参与など,化学 コソツ:ルソのルール地区の炭坑所有を看

過しえない70)o

(6) さいごに,特殊協定によって RAGへ参加した炭鉱のひとつであるニー

ダ-ベルク NlederrhelnischeBergwerks･AG,Dtisseldorf(Nlederberg)につ

いて触れておこう.ヴァソ ･メ-テレンvanMeeLeren家らの創立者の同族所

有にあった Nlederbergは, ｢ルールの真珠｣といわれたほどの近代的設備を

誇っていて, RAGへの参加にさいして他の炭鉱 と同一の評価基準を拒否したo

この Nlederbergの鉱業財産を取得する目的で設立された子会社を仲介として,

RAG は NledeTbergの株式資本6,000万マルクを450%の相場で買収する特殊

協定を結んだのである71㌔

エ ビ ロ ･- グ

RAGは,第 1図のごとく,ルール地区を7区域に分割し,7つの経営遂行会

礼 (Betrlebsfuhrungsgesellschaften)を配置 した｡こうして.旧来の錯綜した鉱区

所有関係による制限は消滅し,また,不利な生産条件の炭坑の閉山と有利な生

69) DerVoZksw壬rtNr27,771967.S1380
70〕 DE,7･VoZkSWWtNr30,267_1968,S541ユndNr45,8 ll1968,S61
71) Der VTolksw7rtNr40,3101969,S61f
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産条件の炭坑における重点的な採炭の可能性が拡大したため,生産の合理化を

推進する条件は著しく増大した｡ したがって, 切羽出炭量日産 1,000トンから

3,000トソ-の引上げ, 開坑および採掘準備の切換え, 機械化の推進などの目

標が掲げられ 最近の機械化の展開にもかかわらず現在 もなお労務費用が炭鉱

の売上高の610/Oを占めるような事情の変更が志向されたのである72)o
Lかし, RAGのスタートゥス .クグォ-はまさしく危俊的であり,その前

途は光明に照 らされてはいないO この点を RAG の最大の顧客たる鉄鋼 コソツ

ェル ソとの関係から捉えてみよう｡

RAG はその株主の旧会社を傘下にもつ鉄鋼 コンツェル ンと石炭を世界市場

価格で供給する製鉄所協定 (HutteIIVertrag)を締結している｡結局この価格は ト

ン当り7859マルクに裁定 されていて,RAG のコス トを補填する型録定価を現

在16マルク下廻 っている｡ こうしたコス ト以下での鉄鋼 コソツェル ソ-の石炭

供給のために,RAG は1971年度だけで 2億3,000万マルクの損失を記帳してお

り73),発足以後 2年足らずの間にその自己資本 5億3,450万マルクに近い欠損を

擁 して,破産に漸している74)O

しかも,そうした製鉄所協定による価格ですら西 ドイツの鉄鋼 コソツェル 1/

はヨーロッパ経済共同体内の競合企業より-も石炭 トン当 り10マルクだけ多 く支

払わなければならず. †ソ当 り約 5マルクに及ぶ国家のコ クス炭補助金では

この差額を埋めることはできない,さらに, RAGの調査によれば,そのコス

トを補填する価格は1978年までに石炭 トソ当り120マルクへ上昇するものと推

定されている75㌧ このような事情のもとで,西 ドイツの鉄鋼 コソツェルソは.

Hoeschや Klocknerのごとく,ルール地区の原料基盤から離脱 しはじめてい

るO

ルール石炭鉱業は,したがって,従来のさまざまな国家の石炭保護政策にも

72) GZuGkuLt/NE26.25Dezember1969,S 1378
73) H 0Eglau,op cu,S 17
74) WとrLSLjLa/LJLWCht,N14.28 11972,S 14
75) H 0Eghu,op c7t,S 17.
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かかわらず76), その存立が危供される状況にあり,RAGの基本性格はそうし

た状況に対応した西 ドイツ鉄網独占資本による ｢損失の社会化｣と規定される

べきであろう0

- 1973･3･21稿-

76) 国家の石炭保蓄政策としては.1960年に導入された燃料油税,石炭を使用する火力発電所の経

営や新設に対 して国家の補助金を交付する1965年の電力法など=+数種類にのぼっている (Vgl
Ⅵ′mSChaftswocheNr12.1931971,S20)-


